
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

義

務

教

育

諸

学

校

の

教

科

用

図

書

採

択

地

区

の

〃

設

定

の

一

部

改

正

担

当

課

（

室

）

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

目

次

【

公

安

委

員

会

】

○

警

備

業

法

に

基

づ

く

講

習

生

活

安

全

企

画

課

【

規

則

】

○

岡

山

県

中

小

企

業

高

度

化

資

金

貸

付

規

則

の

一

経

営

支

援

課

○

〃

〃

【

地

方

独

立

行

政

法

人

部

を

改

正

す

る

規

則

岡

山

県

精

神

科

医

療

セ

ン

タ

ー

】

（

県

例

規

集

登

載

）

○

平

成

二

十

五

年

度

財

務

諸

表

の

公

告

地

方

独

立

行

政

法

人

【

告

示

】

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

岡

山

県

精

神

科

医

療

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

〃

セ

ン

タ

ー

の

辞

退

○

指

定

障

害

福

祉

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

の

指

定

障

害

福

祉

課

○

保

安

林

の

指

定

の

解

除

治

山

課

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

○

岡

山

県

収

入

証

紙

売

り

さ

ば

き

場

所

の

変

更

会

計

課

【

公

告

】

○

地

域

森

林

計

画

の

変

更

案

の

縦

覧

林

政

課

○

河

川

整

備

計

画

の

案

の

縦

覧

河

川

課

○

落

札

者

等

の

決

定

用

度

課

○

一

般

競

争

入

札

の

実

施

警

察

本

部

会

計

課

【

教

育

委

員

会

】

○

岡

山

県

教

科

用

図

書

選

定

審

議

会

規

則

の

一

部

教

育

委

員

会

を

改

正

す

る

規

則

岡

山

県

公

報

平成２６年１１月１４日 第１１６３６号



◎
岡
山
県
規
則
第
六
十
四
号

岡
山
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
岡
山
県
規
則
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十

六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
四
項
中
「
〇
・
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
〇
・
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
第
十
三
号
中
「
第
十
五
条
第
一
項
第
十
八
号
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
第
十
九
号
」
に
改

め

「
及
び
第
十
二
号
」
を
削
り

「
陳
腐
化
若
し
く
は
」
を
「
陳
腐
化

」
に
改
め
、
同
表
第
十
四
号

、

、

、

中
「
第
十
五
条
第
一
項
第
十
八
号
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
第
十
九
号
」
に

「
陳
腐
化
若
し
く
は
」

、

を
「
陳
腐
化

」
に
改
め
る
。

、

別
表
第
三
第
一
号
中
「
〇
・
八
五
％
」
を
「
〇
・
七
五
％
」
に
改
め
、
同
表
第
二
号
中

「

整
備
資
金
の
う
ち
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
も
の
の
百

〇
・
八
五
％

を

分
の
八
十
以
内
。
た
だ
し
、
前
号
に
掲
げ
る
貸
付
け
の

要
件
に
適
合
す
る
場
合
は
、
百
分
の
九
十
以
内

」

「

次
の
い
ず
れ
か
の
割
合

〇
・
七
五
％

ア

事
業
実
施
者
に
貸
し
付
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

整
備
資
金
の
う
ち
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
も
の
の

百
分
の
八
十
以
内
。
た
だ
し
、
前
号
に
掲
げ
る
貸
付

に
改
め
、
同
表
第

け
の
要
件
に
適
合
す
る
場
合
は
、
百
分
の
九
十
以
内

イ

特
定
中
小
企
業
団
体
の
組
合
員
等
で
あ
る
特
定
中

小
事
業
者
、
企
業
組
合
又
は
協
業
組
合
に
貸
し
付
け

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
者
が
整
備
資
金
の
財
源
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と
し
て
事
業
実
施
者
に
対
し
て
負
担
す
る
金
額
の
百

分
の
八
十
以
内

」

「

別
表
第
二
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
貸
付
け
及
び

〇
・
八
五
％

第
一
号
に
掲
げ
る
貸
付
け
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
整

備
資
金
の
う
ち
知
事
が
必
要
と
認
め
る
も
の
の
百
分
の

三
号
中

九
十
以
内
、
前
号
及
び
次
号
に
掲
げ
る
貸
付
け
に
係
る

を

も
の
に
つ
い
て
は
整
備
資
金
の
う
ち
知
事
が
必
要
と
認

め
る
も
の
の
百
分
の
八
十
以
内

」

「

別
表
第
二
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
貸
付
け
及
び

〇
・
七
五
％

第
一
号
に
掲
げ
る
貸
付
け
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
整

備
資
金
の
う
ち
知
事
が
必
要
と
認
め
る
も
の
の
百
分
の

九
十
以
内
、
前
号
及
び
次
号
に
掲
げ
る
貸
付
け
に
係
る

も
の
に
つ
い
て
は
次
の
い
ず
れ
か
の
割
合

ア

事
業
実
施
者
に
貸
し
付
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

に
改
め
、
同
表
第

整
備
資
金
の
う
ち
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
も
の
の

百
分
の
八
十
以
内

イ

事
業
協
同
組
合
等
、
事
業
協
同
小
組
合
又
は
特
定

中
小
企
業
団
体
の
組
合
員
等
で
あ
る
特
定
中
小
事
業

者
、
企
業
組
合
又
は
協
業
組
合
に
貸
し
付
け
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
当
該
者
が
整
備
資
金
の
財
源
と
し
て

事
業
実
施
者
に
対
し
て
負
担
す
る
金
額
の
百
分
の
八

十
以
内

」

「

整
備
資
金
の
う
ち
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
も
の
の
百

〇
・
八
五
％
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四
号
中

分
の
八
十
以
内

を
」

「

次
の
い
ず
れ
か
の
割
合

〇
・
七
五
％

ア

事
業
実
施
者
に
貸
し
付
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

整
備
資
金
の
う
ち
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
も
の
の

百
分
の
八
十
以
内

に
改
め
、
同
表
第

イ

事
業
協
同
組
合
等
、
事
業
協
同
小
組
合
又
は
特
定

中
小
企
業
団
体
の
組
合
員
等
で
あ
る
特
定
中
小
事
業

者
、
企
業
組
合
又
は
協
業
組
合
に
貸
し
付
け
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
当
該
者
が
整
備
資
金
の
財
源
と
し
て

事
業
実
施
者
に
対
し
て
負
担
す
る
金
額
の
百
分
の
八

十
以
内

」

「

整
備
資
金
の
う
ち
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
も
の
の
百

六
号
及
び
第
七
号
中

分
の
九
十
以
内

を
」

「

次
の
い
ず
れ
か
の
割
合

ア

事
業
実
施
者
に
貸
し
付
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

整
備
資
金
の
う
ち
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
も
の
の

百
分
の
九
十
以
内

に
改
め
、
同
表
備
考
第
八
号
中
「
第

イ

事
業
協
同
組
合
等
、
事
業
協
同
小
組
合
又
は
特
定

中
小
企
業
団
体
の
組
合
員
等
で
あ
る
特
定
中
小
事
業

者
、
企
業
組
合
又
は
協
業
組
合
に
貸
し
付
け
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
当
該
者
が
整
備
資
金
の
財
源
と
し
て

事
業
実
施
者
に
対
し
て
負
担
す
る
金
額
の
百
分
の
九
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十
以
内

」

四
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
表
備
考
第
十
一
号
中
「
同
条
第
九
項
」

を
「
同
条
第
十
一
項
」
に

「
第
四
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

、

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岡
山
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の

施
行
の
日
以
降
に
貸
し
付
け
る
貸
付
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
貸
し
付
け
た
貸
付
金
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
六
十
一
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指

定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
四
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

と
み
な
が
薬
局
美
和
店

倉
敷
市
美
和
二

一
三

二
一

平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日

－
－

ウ
イ
ズ
薬
局
水
島
店

倉
敷
市
水
島
西
弥
生
町
一

四

平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日

－

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
井
原
セ
ン
ト
レ
薬
局

井
原
市
井
原
町
五
四
三

九

平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日

－

そ
よ
か
ぜ
薬
局

苫
田
郡
鏡
野
町
吉
原
二
九

平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
六
十
二
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
四
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
を
辞
退
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

辞
退
年
月
日

有
限
会
社
と
み
な
が
薬
局

倉
敷
市
美
和
二

一
三

二
一

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

－
－

ウ
イ
ズ
薬
局
水
島
店

倉
敷
市
水
島
西
弥
生
町
一

四

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

－

そ
よ
か
ぜ
薬
局

苫
田
郡
鏡
野
町
吉
原
二
九

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
六
十
三
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し

た
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

星
空

２

所
在
地

玉
野
市
御
崎
二

一
二

四
七

－
－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
Ｍ
Ｒ
Ｈ
Ｍ

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

倉
敷
市
帯
高
二
〇

七

－

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
〇
四
〇
〇
三
六
五

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護
、
重
度
訪
問
介
護
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
六
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

倉
敷
市
玉
島
道
口
字
イ
割
五
三
二
八
の
八
四
、
五
三
二
八
の
八
五

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

解
除
の
理
由

林
道
用
地
と
す
る
た
め
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
六
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

位
田
飯
岡
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

久
米
郡
美
咲
町
王
子
字
サ
イ
ノ
谷
三
三
九
番
一

六
・
〇
～

地
先
か
ら

久
米
郡
美
咲
町
王
子
字
朔
日
免
四
一
三
番
地
先

新

一
二
五
〇
・
〇

一
七
・
〇

を
経
て

久
米
郡
美
咲
町
王
子
字
見
河
五
番
二
地
先
ま
で

久
米
郡
美
咲
町
王
子
字
サ
イ
ノ
谷
三
三
九
番
一

六
・
〇
～

地
先
か
ら

久
米
郡
美
咲
町
王
子
字
朔
日
免
四
一
三
番
地
先

一
二
五
〇
・
〇

一
七
・
〇

を
経
て

久
米
郡
美
咲
町
王
子
字
見
河
五
番
二
地
先
ま
で

旧

五
・
〇
～

久
米
郡
美
咲
町
王
子
字
サ
イ
ノ
谷
三
三
九
番
一

地
先
か
ら

一
一
三
六
・
〇

三
〇
・
五

久
米
郡
美
咲
町
王
子
字
見
河
五
番
二
地
先
ま
で
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
六
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

県
道

位
田
飯
岡
線

久
米
郡
美
咲
町
王
子
字
サ
イ
ノ
谷
三
三
九
番
一
地
先

平
成
二
十
六

か
ら

年
十
一
月
十

久
米
郡
美
咲
町
王
子
字
見
河
五
番
二
地
先
ま
で

四
日
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
六
十
七
号

岡
山
県
財
務
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
岡
山
県
規
則
第
八
号
）
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
付
け
で
、
次
の
岡
山
県
収
入
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
に
係
る
売
り
さ
ば
き

場
所
の
変
更
を
承
認
し
た
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

売

り

さ

ば

き

人

変

更

後
の

売

り
さ

ば
き

場
所

名
称
及
び
代
表
者

所

在

地

の
氏
名

岡
山
市
東
区
瀬
戸
町
光
明
谷

岡
山
東
農
業
協
同
組
合

岡
山
市
東
区
瀬
戸
町
光
明
谷
一
九
五

一
九
五

代
表
理
事
組
合
長

備
前
市
伊
部
一
三
一
二

八

－

長
田

謙
二

赤
磐
市
下
市
一
一
〇

赤
磐
市
町
苅
田
一
三
〇
一

赤
磐
市
松
木
六
三
二

赤
磐
市
福
田
五
〇
〇
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〔
四
八
四
〕
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
高

梁
川
下
流
、
旭
川
及
び
吉
井
川
の
各
森
林
計
画
区
に
係
る
地
域
森
林
計
画
を
変
更
す
る
た
め
、
当
該
地

域
森
林
計
画
の
変
更
案
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
地
域
森
林
計
画
の
変
更
案
に
意
見
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
の
満
了
の
日
ま
で
に
、
県

知
事
に
理
由
を
付
し
た
文
書
を
も
っ
て
、
意
見
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

縦
覧
場
所

岡
山
県
農
林
水
産
部
林
政
課
並
び
に
関
係
市
役
所
及
び
町
村
役
場

二

縦
覧
期
間

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
四
日
か
ら
同
年
十
二
月
八
日
ま
で
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〔

〕

（

）

、

四
八
五

河
川
法

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号

第
十
六
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
河
川
整
備
計
画
の
案
に
つ
い
て
、
縦
覧
に
供
す
る
。

こ
の
河
川
整
備
計
画
の
案
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
縦
覧
期
間
の
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に

意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
四
日河

川
管
理
者

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

河
川
整
備
計
画
の
案
の
名
称

一
級
河
川
高
梁
川
水
系
下
流
ブ
ロ
ッ
ク
（
岡
山
県
管
理
区
間
）
河
川
整
備
計
画

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
七
日
か
ら
同
年
十
二
月
十
七
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

岡
山
県
土
木
部
河
川
課
、
岡
山
県
備
前
県
民
局
建
設
部
建
設
企
画
課
、
岡
山
県
備
中
県
民
局
建
設

部
建
設
企
画
課
、
総
社
市
建
設
部
土
木
課
、
総
社
市
山
手
支
所
、
総
社
市
清
音
支
所
、
吉
備
中
央
町

賀
陽
庁
舎
建
設
課
、
吉
備
中
央
町
加
茂
川
庁
舎
及
び
吉
備
中
央
町
大
和
支
所
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〔
四
八
六
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

落
札
物
品
の
名
称
及
び
数
量

蛍
光
Ｘ
線
分
析
シ
ス
テ
ム

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
出
納
局
用
度
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
六
年
十
月
三
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
三
ツ
ワ
フ
ロ
ン
テ
ッ
ク

倉
敷
市
老
松
町
三
丁
目
八
番
七
号
ビ
バ
リ
ー
ガ
ー
デ
ン
老
松

五

落
札
金
額

、

、

（

、

、

）

二
一

八
一
六

〇
〇
〇
円

う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
一

六
一
六

〇
〇
〇
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
二
日
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四
八
七

政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入

〔
〕

、

。

札
を
実
施
す
る

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
調
達
内
容

(
1
)
調
達
件
名

倉
敷
警
察
署
庁
舎
清
掃
業
務

(
2
)
調
達
業
務
の
特
質
等

入
札
説
明
書
及
び
倉
敷
警
察
署
庁
舎
清
掃
業
務
委
託
仕
様
書
に
よ
る
。

(
3
)
契
約
期
間

平
成
2
7
年
２
月
１
日
か
ら
平
成
3
0
年
１
月
3
1
日
ま
で

(
4
)
履
行
場
所

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

(
5
)
入
札
方
法

入
札
金
額
は
，
１
年
分
の
委
託
料
（
調
達
業
務
を
３
年
間
受
託
す
る
も
の
と
し
て
算
定
し
た

委
託
料
総
額
の
３
分
の
１
に
相
当
す
る
金
額
）
を
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
，
落
札
決
定
に
当
た

っ
て
は
，
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
1
0
0
分
の
８
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た

金
額
（
当
該
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
，
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
る
も
の

と
す
る
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
，
入
札
者
は
，
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係

。

る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
，
見
積
も
っ
た
契
約
金
額
の
1
0
8
分

の
1
0
0
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

２
競
争
入
札
参
加
資
格

次
の
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
と
す
る
。

(
1
)
平
成
2
6
年
度
に
お
い
て
県
が
発
注
す
る
役
務
の
提
供
の
調
達
契
約
で
あ
っ
て
地
方
公
共
団
体
の

物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第
3
7
2
号
）
の
規

定
が
適
用
さ
れ
る
も
の
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
平
成
2
6
年
岡
山
県
告

示
第
2
8
号
（
役
務
の
提
供
の
調
達
契
約
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
，
資
格
審
査
の
申
請
手
続

等
。
以
下
「
資
格
告
示
」
と
い
う
）
に
定
め
る
資
格
を
い
う
）
を
得
て
い
る
者
で
，
格
付
区

。
。

分
が
Ａ
で
あ
る
も
の
。

(
2
)
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
2
2
年
政
令
第
1
6
号
）
第
1
6
7
条
の
４
第
２
項
の
規
定
に
該
当
し
な
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い
者
で
あ
る
こ
と
。

(
3
)
こ
の
公
告
の
日
か
ら
落
札
者
が
決
定
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
，
岡
山
県
役
務
の
提
供
の
契

約
に
係
る
入
札
参
加
資
格
審
査
要
領
（
平
成
1
9
年
岡
山
県
告
示
第
3
3
2
号
）
の
規
定
に
よ
る
入
札

参
加
の
停
止
の
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

(
4
)
こ
の
公
告
の
日
か
ら
落
札
者
が
決
定
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
，
岡
山
県
役
務
の
提
供
の
契

約
に
係
る
入
札
参
加
除
外
等
要
領
に
基
づ
く
入
札
参
加
除
外
の
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ

と
。

(
5
)
民
事
再
生
法
（
平
成
1
1
年
法
律
第
2
2
5
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て

い
る
者
又
は
会
社
更
生
法
（
平
成
1
4
年
法
律
第
1
5
4
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が

な
さ
れ
て
い
る
者
（
再
生
手
続
開
始
の
決
定
又
は
更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
い
る
者
を
除

く
）
で
な
い
こ
と
。

。

(
6
)
平
成
2
1
年
４
月
１
日
以
降
に
，
官
公
庁
，
民
間
ビ
ル
等
の
清
掃
業
務
を
，
１
年
間
以
上
の
期
間

に
わ
た
り
受
託
し
た
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

官
公
庁
，
民
間
ビ
ル
等
と
は
，
そ
れ
ら
の
建
物
全
体
を
指
し
，
複
数
あ
る
フ
ロ
ア
の
一
部
を
指

す
も
の
で
は
な
い
。

(
7
)
暴
力
団
，
暴
走
族
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
集
団
，
組
織
若
し
く
は
団
体
（
以
下
「
暴
力
団
等
」

と
い
う
）
及
び
そ
の
関
係
者
に
よ
る
不
当
な
介
入
を
排
除
し
，
こ
の
公
告
に
係
る
契
約
の
適
正

。

な
履
行
の
確
保
を
図
る
た
め
，
役
員
及
び
調
達
業
務
に
従
事
す
る
者
の
名
簿
を
提
出
す
る
と
と
も

に
，
こ
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
（
法
人
を
含
む
）
が
次
に
掲
げ
る
事
項
の
い

。

ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
旨
の
誓
約
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
役
員
又
は
こ
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
の
経
営
に
事
実
上
参
画
し
て
い
る
者

（
以
下
「
役
員
等
」
と
い
う
）
が
，
暴
力
団
等
の
関
係
者
で
あ
る
こ
と
。

。

イ
暴
力
団
等
の
関
係
者
を
雇
用
し
，
又
は
使
用
し
て
い
る
こ
と
。

ウ
役
員
等
が
，
暴
力
団
等
又
は
そ
の
関
係
者
に
経
済
上
の
利
益
又
は
便
益
を
供
与
し
て
い
る
こ

と
。

エ
役
員
等
が
，
暴
力
団
等
又
は
そ
の
関
係
者
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い

る
こ
と
。

オ
役
員
等
が
，
暴
力
団
等
又
は
そ
の
関
係
者
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
，
こ
れ
を
不
当
に
利

用
す
る
等
し
て
い
る
こ
と
。

３
競
争
入
札
参
加
資
格
の
申
請
手
続

平成２６年１１月１４日　岡山県公報　第１１６３６号



こ
の
一
般
競
争
入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
で
，
２
(
1
)
の
資
格
を
得
て
い
な
い
も
の
は
，
資

格
告
示
に
基
づ
き
申
請
手
続
を
行
う
こ
と
。

申
請
書
の
入
手
先
，
提
出
先
及
び
問
い
合
わ
せ
先

〒
7
0
0
－
8
5
7
0
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
４
番
６
号

岡
山
県
出
納
局
用
度
課
管
理
班
（
岡
山
県
庁
２
階
）

電
話
（
0
8
6
）
2
2
6
－
7
5
3
8

４
入
札
書
の
提
出
場
所
等

(
1
)
入
札
書
の
提
出
場
所
，
契
約
条
項
を
示
す
場
所
，
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
及
び
問
い
合
わ

せ
先〒
7
1
0
－
0
0
4
7
倉
敷
市
大
島
4
5
1
番
地
１

岡
山
県
倉
敷
警
察
署
総
務
・
会
計
課

電
話
（
0
8
6
）
4
2
6
－
0
1
1
0
内
線
2
3
2

(
2
)
入
札
説
明
書
等
の
交
付
期
間
及
び
交
付
方
法

ア
交
付
期
間

平
成
2
6
年
1
1
月
1
4
日
か
ら
同
年
1
2
月
2
5
日
ま
で
（
岡
山
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元

年
岡
山
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
く
）
。

イ
交
付
方
法

(
1
)
の
場
所
に
て
交
付
す
る
。

ま
た
，
郵
送
に
よ
る
交
付
を
希
望
す
る
場
合
は
，
交
付
に
必
要
な
期
間
を
十
分
に
考
慮
し
，

，
。

，
返
信
用
封
筒
及
び
返
信
に
必
要
な
切
手
等
を
同
封
し

(
1
)
の
場
所
に
請
求
す
る
こ
と

な
お

交
付
す
る
入
札
説
明
書
等
は
，
縦
2
9
7
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
，
横
2
1
0
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
，
重
さ
1
5
0
グ

ラ
ム
で
あ
る
の
で
，
注
意
す
る
こ
と
。

(
3
)
入
札
書
の
受
領
期
限

平
成
2
7
年
１
月
1
3
日

午
後
４
時

(
4
)
開
札
の
日
時
及
び
場
所

平
成
2
7
年
１
月
1
4
日

午
後
２
時

倉
敷
市
大
島
4
5
1
番
地
１

岡
山
県
倉
敷
警
察
署
５
階
大
会
議
室

５
そ
の
他

(
1
)
入
札
及
び
契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨
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日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

(
2
)
入
札
保
証
金

（
）

。
岡
山
県
財
務
規
則
昭
和
6
1
年
岡
山
県
規
則
第
８
号
第
1
3
1
条
及
び
第
1
3
3
条
の
規
定
に
よ
る

(
3
)
契
約
保
証
金

岡
山
県
財
務
規
則
第
1
5
3
条
及
び
第
1
5
5
条
の
規
定
に
よ
る
。

(
4
)
入
札
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

こ
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
，
入
札
書
を
受
領
期
限
ま
で
に
提
出
す
る
と
と

も
に
，
入
札
説
明
書
に
示
す
書
類
を
作
成
し
，
平
成
2
6
年
1
2
月
2
5
日
午
後
４
時
ま
で
に
，
入
札
説

明
書
で
示
す
場
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
，
入
札
参
加
希
望
者
は
，
契
約
担
当
者

か
ら
当
該
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
，
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
5
)
入
札
の
無
効

こ
の
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
，
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義

務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
そ
の
他
岡
山
県
財
務
規
則
第
1
4
0
条
各
号
に
掲
げ
る
入
札

に
係
る
入
札
書
は
，
無
効
と
す
る
。

(
6
)
契
約
書
作
成
の
要
否

要

(
7
)
落
札
者
の
決
定
方
法

岡
山
県
財
務
規
則
第
1
3
7
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内

で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

(
8
)
そ
の
他

詳
細
は
，
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

６
S
u
m
m
a
r
y

(
1
)
N
a
t
u
r
e
a
n
d
q
u
a
n
t
i
t
y
o
f
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
t
o
b
e
p
r
o
c
u
r
e
d
:

E
n
t
r
u
s
t
m
e
n
t
o
f
o
f
f
i
c
e
b
u
i
l
d
i
n
g
c
l
e
a
n
i
n
g
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
o
f
O
k
a
y
a
m
a

P
r
e
f
e
c
t
u
a
l
K
u
r
a
s
h
i
k
i
P
o
l
i
c
e
S
t
a
t
i
o
n

(
2
)
C
o
n
t
r
a
c
t
p
e
r
i
o
d
:

F
r
o
m
1
F
e
b
r
u
a
r
y
,
2
0
1
5
t
h
r
o
u
g
h
3
1
J
a
n
u
a
r
y
,
2
0
1
8

(
3
)
F
u
l
f
i
l
l
m
e
n
t
p
l
a
c
e
:

S
p
e
c
i
f
i
e
d
i
n
t
h
e
b
i
d
e
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
f
o
r
m

(
4
)
T
i
m
e
l
i
m
i
t
f
o
r
t
e
n
d
e
r
:
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4
:
0
0
P
.
M
.
1
3
J
a
n
u
a
r
y
,
2
0
1
5

(
5
)
C
o
n
t
a
c
t
p
o
i
n
t
f
o
r
t
h
e
n
o
t
i
c
e
：

D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
o
f
G
e
n
e
r
a
l
A
f
f
a
i
r
s
,
O
k
a
y
a
m
a
P
r
e
f
e
c
t
u
r
a
l
K
u
r
a
s
h
i
k
i

P
o
l
i
c
e
S
t
a
t
i
o
n
p
u
b
l
i
c
o
f
f
i
c
e

4
5
1
-
１
O
j
i
m
a
,
K
u
r
a
s
h
i
k
i
-
s
h
i
,
O
k
a
y
a
m
a
-
k
e
n
,
7
1
0
-
0
0
4
7
,
J
a
p
a
n

T
e
l
e
p
h
o
n
e
：

0
8
6
-
4
2
6
-
0
1
1
0
,
E
x
t
.
2
3
2
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号

岡
山
県
教
科
用
図
書
選
定
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
四
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

岡
山
県
教
科
用
図
書
選
定
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
教
科
用
図
書
選
定
審
議
会
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
告
示
第
三
号

昭
和
三
十
九
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
告
示
第
二
号
（
義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
採
択
地
区
の

設
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
公
布
の
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
四
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

「

表
中

構

成

郡

市

を
」

「

、「

」

構

成

市

町

村

に

和
気
郡

加
賀
郡

」

を
「
和
気
町

吉
備
中
央
町
」
に

「
都
窪
郡

浅
口
郡
」
を
「
早
島
町

里
庄
町
」
に

「
小
田
郡
」

、

、

を
「
矢
掛
町
」
に

「
真
庭
郡

苫
田
郡

勝
田
郡

英
田
郡

久
米
郡
」
を
「
新
庄
村

鏡
野
町

、

勝
央
町

奈
義
町

西
粟
倉
村

久
米
南
町

美
咲
町
」
に
改
め
る
。
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◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
百
七
十
四
号

警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
二
十
二
条
第
二
項
第

。

一
号
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
四
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

一

警
備
業
務
の
区
分
等

警
備
業
務
の
区
分

期

日

時

間

場

所

平
成
二
十
七
年
一
月
十

午
前
九
時
か
ら

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁

運
搬
警
備
業
務

四
日
（
水
曜
日
）
及
び

午
後
五
時
ま
で

目
一
一
番
一
八
号

同
月
十
五
日

木
曜
日

岡
山
共
済
会
館

（

）

の
二
日
間

二

講
習
対
象
者

当
該
警
備
業
務
の
区
分
以
外
の
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
法
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
警

備
員
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
又
は
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係

る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規

定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
修
了
証
明
書
（
以
下
「
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
等
」
と

い
う

）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

。

１

最
近
五
年
間
に
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
三
年

以
上
で
あ
る
者

２

警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
号
。
以
下

「
検
定
規
則
」
と
い
う

）
第
四
条
に
規
定
す
る
一
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る

。

も
の
に
限
る

）
に
係
る
法
第
二
十
三
条
第
四
項
の
合
格
証
明
書
（
以
下
「
合
格
証
明
書
」
と
い

。

う

）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

。

（

。
）

３

検
定
規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る

に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受

け
た
後
、
継
続
し
て
一
年
以
上
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

４

検
定
規
則
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六

十
一
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号
。
以
下
「
旧
検
定
規
則
」
と
い
う

）
第
一
条
第
二
項
に

。
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規
定
す
る
一
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る

）
に
合
格
し
た
者

。

５

旧
検
定
規
則
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の

に
限
る

）
に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
一
年
以
上

。

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

三

受
講
手
続

１

提
出
書
類

所
定
の
様
式
に
よ
る
受
講
申
込
書

一
通

(1)

写
真

一
枚
（
縦
の
長
さ
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
申

(2)
込
前
六
箇
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
も
の
）

二
に
掲
げ
る
講
習
対
象
者
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

各
一
通

(3)

当
該
警
備
業
務
の
区
分
以
外
の
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
等

ア
の
写
し

イ

次
の
区
分
の
う
ち
該
当
す
る
も
の
に
係
る
書
類

二
１
に
該
当
す
る
者

(ｱ)

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業

者
等
の
作
成
に
係
る
所
定
の
様
式
に
よ
る
書
面
（
以
下
「
警
備
業
務
従
事
証
明
書
」
と
い

う

）
及
び
履
歴
書

。二
２
に
該
当
す
る
者

(ｲ)

検
定
規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
一
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に

限
る

）
に
係
る
合
格
証
明
書
の
写
し

。
二
３
に
該
当
す
る
者

(ｳ)

検
定
規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に

限
る

）
に
係
る
合
格
証
明
書
の
写
し
及
び
警
備
業
務
従
事
証
明
書

。
二
４
に
該
当
す
る
者

(ｴ)

旧
検
定
規
則
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係

る
も
の
に
限
る

）
に
係
る
合
格
証
の
写
し

。

二
５
に
該
当
す
る
者

(ｵ)

旧
検
定
規
則
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係

る
も
の
に
限
る

）
に
係
る
合
格
証
の
写
し
及
び
警
備
業
務
従
事
証
明
書

。

２

提
出
先
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県
内
に
住
所
を
有
す
る
者

(1)

住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
の
生
活
安
全
課

県
外
に
住
所
を
有
す
る
者

(2)

県
内
の
警
察
署
の
生
活
安
全
課

な
お
、
郵
送
又
は
信
書
便
に
よ
る
申
込
み
及
び
代
理
人
に
よ
る
申
込
み
は
、
受
け
付
け
な
い
。

３

提
出
期
間

平
成
二
十
六
年
十
二
月
一
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
五
日
（
金
曜
日
）
ま
で
の
午
前
八
時
三
十

分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

四

受
講
手
数
料

一
万
四
千
円

（
注
）

岡
山
県
収
入
証
紙
に
よ
り
、
受
講
申
込
時
に
納
付
す
る
こ
と
。

な
お
、
受
講
手
数
料
は
、
納
付
後
は
返
還
し
な
い
。

五

受
講
定
員

十
人
。
た
だ
し
、
申
込
順
に
受
け
付
け
、
受
講
定
員
に
達
し
た
と
き
は
、
提
出
期
間
内
で
あ
っ
て

も
受
付
を
締
め
切
る
。

六

講
習
の
委
託

こ
の
講
習
は
、
一
般
社
団
法
人
岡
山
県
警
備
業
協
会
（
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
一
一
番
一
八

号
）
に
委
託
し
て
行
う
。

七

そ
の
他

１

受
講
者
は
、
筆
記
用
具
を
持
参
す
る
こ
と
。

２

講
習
終
了
後
は
、
筆
記
の
方
法
に
よ
り
修
了
考
査
を
実
施
す
る
。
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◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
百
七
十
五
号

警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
二
十
二
条
第
二
項
第

。

一
号
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
四
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

一

警
備
業
務
の
区
分
等

警
備
業
務
の
区
分

期

日

時

間

場

所

平
成
二
十
七
年
一
月
二

午
前
九
時
か
ら

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁

身
辺
警
備
業
務

十
七
日
（
火
曜
日
）
及

午
後
五
時
ま
で

目
一
一
番
一
八
号

び
同
月
二
十
八
日
（
水

岡
山
共
済
会
館

曜
日
）
の
二
日
間

二

講
習
対
象
者

当
該
警
備
業
務
の
区
分
以
外
の
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
法
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
警

備
員
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
又
は
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係

る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規

定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
修
了
証
明
書
（
以
下
「
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
等
」
と

い
う

）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
最
近
五
年
間
に
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警

。

備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
三
年
以
上
で
あ
る
者

三

受
講
手
続

１

提
出
書
類

所
定
の
様
式
に
よ
る
受
講
申
込
書

一
通

(1)

写
真

一
枚
（
縦
の
長
さ
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
申

(2)
込
前
六
箇
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
も
の
）

二
に
掲
げ
る
講
習
対
象
者
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

各
一
通

(3)

警
備
業
務
の
区
分
以
外
の
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
等

ア

当
該

の
写
し

イ

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業
者

等
の
作
成
に
係
る
所
定
の
様
式
に
よ
る
書
面
及
び
履
歴
書

平成２６年１１月１４日　岡山県公報　第１１６３６号



２

提
出
先

県
内
に
住
所
を
有
す
る
者

(1)

住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
の
生
活
安
全
課

県
外
に
住
所
を
有
す
る
者

(2)

県
内
の
各
警
察
署
の
生
活
安
全
課

な
お
、
郵
送
又
は
信
書
便
に
よ
る
申
込
み
及
び
代
理
人
に
よ
る
申
込
み
は
、
受
け
付
け
な
い
。

３

提
出
期
間

平
成
二
十
六
年
十
二
月
八
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
十
二
日
（
金
曜
日
）
ま
で
の
午
前
八
時
三

十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

四

受
講
手
数
料

一
万
円

（
注
）

岡
山
県
収
入
証
紙
に
よ
り
、
受
講
申
込
時
に
納
付
す
る
こ
と
。

な
お
、
受
講
手
数
料
は
、
納
付
後
は
返
還
し
な
い
。

五

受
講
定
員

十
人
。
た
だ
し
、
申
込
順
に
受
け
付
け
、
受
講
定
員
に
達
し
た
と
き
は
、
提
出
期
間
内
で
あ
っ
て

も
受
付
を
締
め
切
る
。

六

講
習
の
委
託

こ
の
講
習
は
、
一
般
社
団
法
人
岡
山
県
警
備
業
協
会
（
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
一
一
番
一
八

号
）
に
委
託
し
て
行
う
。

七

そ
の
他

１

受
講
者
は
、
筆
記
用
具
を
持
参
す
る
こ
と
。

２

講
習
終
了
後
は
、
筆
記
の
方
法
に
よ
り
修
了
考
査
を
実
施
す
る
。
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◎
地
方
独
立
行
政
法
人
岡
山
県
精
神
科
医
療
セ
ン
タ
ー
公
告
第
一
号

地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
三
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

地
方
独
立
行
政
法
人
岡
山
県
精
神
科
医
療
セ
ン
タ
ー
の
平
成
二
十
五
年
度
財
務
諸
表
を
次
の
と
お
り
公

告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
四
日

地
方
独
立
行
政
法
人
岡
山
県
精
神
科
医
療
セ
ン
タ
ー

理
事
長

中

島

豊

爾
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N漉烋耨ǘĽ烝ǚ鏤ǚǖ蹙

坿跏†コ⊕譏堙朝樸樅p㋐4/1156諭₂止執祉実

テ漉妙漉ヰ漉←

烋耨ǘĄ烝燵

θ0Ś鑢宙黻烝燵χ

G漉烋耨ǘĄ烝ǜ鏤漉ǖ蹙
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ḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿ 1

ḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿ 」

ḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿ 4

ḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿ 5

ḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿ 6

ḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿ 7

榻漉榧漉軛漉出漉鎬

θǖχ

ḿḿḿḿ 10

θǘχ ḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿ 11

θǚχ ḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿ 11

θǜχ ḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿ 1「

θĄχ ḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿ 1」

θĽχ ḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿ 1」

θŚχ ḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿ 14

θŞχ Gコ襯っ昨軛出里索¥ɚGコ襯昨流气裁昨軛出 ḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿ 14

θŤχ 殺刮ホヅ芻襯曝妙里索殺刮ホヅ芻襯率D昨軛出 ḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿ 15

θǖǹχ ḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿ 15

θǖǖχ ḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿ 16

θǖǘχ ḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿ 17

θǖǚχ ḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿ 18

θǖǜχ琢ぇ通弸昨端作ユペ腰ヅ曝腰ホぁ里索率D昨軛出 ḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿḿ 「0

明 1/5 際 冊 済 止 市 磁 執 詞 筮 寤

諭 黻 ホ ぁ 里 索 瀧 め っ X ホ 昨 軛 出

痺 佻 里 索 へ 佻 昨 29 諾 昨 軛 出

殺刮ホヅ芻襯通弸昨坿跏苗蒜嗹典っ栽晒昨
テ═乕18昨軛出

82 ⊕ 縫 坿 跏 曝 碑 祐 曝 妙 昨 軛 出

瑰 疆 襯 昨 軛 出

ユ 鑚 襯 里 索 ユ 鑚 暴 纏 襯 昨 軛 出

摩 鑢 ヘ 沈 襯 昨 軛 出

¥漉漉漉漉漉漉漉 逗

ヘ 難 檮 軏 ←

蝓 D ヴ 二 鎬

母 D 昨 幣 便 削 輸 際 傘 鎬 廋

姿 而 紫 斯 自 こ 児 竺 実 ヴ 二 鎬

⊕譏支実似旨曚跖思旨詞ヴ二鎬

蝙 ぇ 宙 奡

鐚 燈 そ 峰 昨 軛 出

冴 作 熔 ユ ペ 昨 軛 出

嚠暼ユペ昨流癧里索幣便狸索削㏌燈碑様ホ。坤0ŞĄY暼跖こ埼再傘
碑様ユペ昨㏌燈削逃傘抵ヴ幣X墾里索坤0ŞŞY暼跖こ埼再傘鐚痂嚠
暼ユペ昨瞩様ホぁっ昨抵ヴ幣X墾削皿傘蝓D弸㏌燈碑様ホb疆巸雑零
殺甑χ狸索㏌蝓蝓徙昨軛出
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ユペ昨使

レ 嚠暼ユペ
   ǖ 鐚痂嚠暼ユペ
      圓坿 1,785,808,858
      獵P 6,322,476,560
        ㏌燈碑様㊗ヴ巸 響 1,057,848,771 5,264,627,789
      ├43P 163,082,272
        ㏌燈碑様㊗ヴ巸 響 78,574,048 84,508,224
      œ辿殺蟯彬 10,373,687
        ㏌燈碑様㊗ヴ巸 響 4,849,864 5,523,823
      溷彬咏彬賠仟 546,360,335
        ㏌燈碑様㊗ヴ巸 響 362,102,279 184,258,056
      鐚痂嚠暼ユペ淋ヴ 7,324,726,750

   ǘ 緖痂嚠暼ユペ
      氏児詞司史仔 92,776,174
      鴈や盆評⑯ 45,000
      緖痂嚠暼ユペ淋ヴ 92,821,174

   ǚ 舐ユ罪昨直昨ユペ
      舐ユ鐚燈そ峰 799,341,717
漉漉漉へ佻摩鑢ヘ沈襯 1,719,560
漉漉漉滔評鴇そ襯 334,000
      舐ユ罪昨直昨ユペ淋ヴ 801,395,277
        嚠暼ユペ淋ヴ 8,218,943,201

ロ ㍿湊ユペ
     Q襯里索娣襯 1,183,857,950
     諭黻鑷率襯 493,761,619
       ヘ薙瑰疆襯 響 3,860,710 489,900,909
     鑷率評襯 6,748,137
     諭わ仟 22,874,944
     せ₂闍賽 7,518,681
     パp仟 1,166,859
漉漉 縫腴ホぁ 5,426,396
漉漉 鑷率率D 688,279
漉漉 へ佻ô鑢ヘ沈襯 310,560
漉漉 コ鏥襯 30,400
     ㍿湊ユペ淋ヴ 1,718,523,115
       ユペ淋ヴ 9,937,466,316

θ烋耨ǘĽ烝ǚ鏤ǚǖ蹙χ

ヘ漉難漉檮漉軏漉←ヘ漉難漉檮漉軏漉←ヘ漉難漉檮漉軏漉←ヘ漉難漉檮漉軏漉←

θ邑哲Ź付χ

1
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θ烋耨ǘĽ烝ǚ鏤ǚǖ蹙χ

ヘ漉難漉檮漉軏漉←ヘ漉難漉檮漉軏漉←ヘ漉難漉檮漉軏漉←ヘ漉難漉檮漉軏漉←

θ邑哲Ź付χ

ヅ曝昨使

レ 嚠暼ヅ曝
     ユペコ3ヅ曝

       ユペコ3殺刮ホヅ芻襯 2,537,113

       ユペコ3ぃ妹襯っ 168,402,640 170,939,753
     82⊕縫坿跏曝碑祐曝妙 5,284,422,518
     瑰疆襯
       -へ29沈瑰疆襯 500,578,163 500,578,163
     摩鑢式実旨曝妙 368,720
       嚠暼ヅ曝淋ヴ 5,956,309,154

ロ ㍿湊ヅ曝
     瀧烝通不3︸着暼82⊕縫
漉漉 坿跏曝碑祐曝妙

270,901,355

     鑷腴襯 195,187,032

     鑷腴ホぁ 21,070,232
     ô鑢式実旨曝妙 393,289
     鑷腴⒅ホ94っ 1,424,600
     娣三襯 39,881,492
     瑰疆襯
       ゥ諾瑰疆襯 97,622,273 97,622,273
       ㍿湊ヅ曝淋ヴ 626,480,273
         ヅ曝淋ヴ 6,582,789,427

㊐ユペ昨使

レ ユ鑚襯
     こコ嗹典箆ユ襯 1,202,336,883
       ユ鑚襯淋ヴ 1,202,336,883

ロ ユ鑚暴纏襯
     ユ鑚暴纏襯 878,973,219
       ユ鑚暴纏襯淋ヴ 878,973,219

ヮ 母D暴纏襯
漉漉 縫嘆鑢¥④鑢戻セǎGコ襯 898,564,833
漉漉 04れ殺刮里索跖こ豺賠謦冏¥ɚGコ襯 225,146,526
     疆鑢鑷幣便母D 149,655,428
     (妻阪疆鑢f母D) (149,655,428)
       母D暴纏襯淋ヴ 1,273,366,787

       ㊐ユペ淋ヴ 3,354,676,889
         ヅ曝㊐ユペ淋ヴ 9,937,466,316

2
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θ邑哲Ź付χ

刮黻率D
  諭黻率D 2,882,868,628
  殺刮ホヅ芻襯率D 616,283,000
  ぃ妹襯っ率D 3,070,013
  ユペコ3殺刮ホヅ芻襯胝評 1,582,694
  ユペコ3ぃ妹襯っ胝評 10,353,979
  溜う率評 30,814,369
  刮黻率D淋ヴ 3,544,972,683

刮黻ホぁ
  諭黻ホぁ
    29諾ホ 1,917,759,062
    闍賽ホ 278,115,312
    ㏌燈碑様ホ 243,262,445
    10ホ 555,459,948
    €お€毒ホ 23,983,068 3,018,579,835
  瀧めっXホ
    29諾ホ 192,955,680
    ㏌燈碑様ホ 17,465,087
    10ホ 76,066,461 286,487,228
  刮黻ホぁ淋ヴ 3,305,067,063
    刮黻母D 239,905,620

刮黻弸率D
  殺刮ホヅ芻襯率D 66,355,000
  テ妙率D
    溜流母穢 2,250,332 2,250,332
  罪昨直邉D 3,410,371
  刮黻弸率D淋ヴ 72,015,703

刮黻弸ホぁ
  テ妙ホぁ
    謚腴母穢 89,210,622 89,210,622
  蒜︸9盆ホぁヅ芻襯 73,347,033
  刮黻弸ホぁ淋ヴ 162,557,655
    10濟母D 149,363,668

F迯母D
  煮烝燵蝓D毒塡D 291,760 291,760

  疆鑢㊐母D 149,655,428
  疆鑢f母D 149,655,428

蝓漉D漉ヴ漉二漉鎬蝓漉D漉ヴ漉二漉鎬蝓漉D漉ヴ漉二漉鎬蝓漉D漉ヴ漉二漉鎬
θ烋耨ǘĄ烝ǜ鏤ǖ蹙が烋耨ǘĽ烝ǚ鏤ǚǖ蹙χ
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レ 黻妙㌱湊削皿傘姿而紫斯自質児竺実
闍賽昨ī評削皿傘謚箆 響 278,772,586
朝鍔ホ謚箆 響 2,104,537,136
罪昨直昨黻妙謚箆 響 721,001,272
諭黻率評 2,828,704,728
殺刮ホヅ芻襯率評 682,638,000
溜う率評 30,814,369
ぃ妹襯っ率評 3,070,013

椌ヴ 440,916,116
母穢昨溜流巸 3,933,227
母穢昨謚腴巸 響 89,199,646

黻妙㌱湊削皿傘姿而紫斯自質児竺実 355,649,697

ロ 舐ユ㌱湊削皿傘姿而紫斯自質児竺実
鐚痂嚠暼ユペ里索緖痂嚠暼ユペ昨流癧削皿傘謚箆 響 145,737,408
鐚燈そ峰昨流癧削皿傘謚箆 響 198,389,041
鐚燈そ峰昨碑祐削皿傘率評 401,247,001
ぃ妹襯っ率評 11,606,000

舐ユ㌱湊削皿傘姿而紫斯自質児竺実 68,726,552

ヮ テ妙㌱湊削皿傘姿而紫斯自質児竺実
82⊕縫坿跏曝碑祐曝妙昨碑祐削皿傘謚箆 響 267,239,965
式実旨曝妙昨3︸削皿傘謚箆 響 384,164

テ妙㌱湊削皿傘姿而紫斯自質児竺実 響 267,624,129

ワワワワ ユ襯崢盆巸ユ襯崢盆巸ユ襯崢盆巸ユ襯崢盆巸 156,752,120
ヰヰヰヰ ユ襯鑢椑逼珽ユ襯鑢椑逼珽ユ襯鑢椑逼珽ユ襯鑢椑逼珽 1,027,105,830
ヱヱヱヱ ユ襯鑢鑽逼珽ユ襯鑢鑽逼珽ユ襯鑢鑽逼珽ユ襯鑢鑽逼珽 1,183,857,950

姿而紫斯自質児竺実ヴ二鎬
θ烋耨ǘĄ烝ǜ鏤ǖ蹙が烋耨ǘĽ烝ǚ鏤ǚǖ蹙χ

θ邑哲Ź付χ
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レ 疆鑢鑷幣便母D 149,655,428

漉疆鑢f母D 149,655,428

ロ 母D幣便巸

漉04れ殺刮里索跖こ豺賠謦冏¥ɚGコ襯 149,655,428 149,655,428

母D昨幣便削輸際傘鎬廋
θ烋耨26烝3鏤31蹙χ

θ邑哲Ź付χ

56漉漉¥ 襯漉漉巸
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θ邑哲Ź付χ

レ 黻妙ホぁ

(1) 蝓Dヴ二鎬琢昨ホぁ

諭黻ホぁ 3,018,579,835

瀧めっXホ 286,487,228

刮黻弸ホぁ 162,557,655

(2) θ蘰瞩χG滕率評っ 3,467,624,718

諭黻率D 響 2,882,868,628

溜う率評 響 30,814,369

刮黻弸率D 響 5,660,703

F迯母D 響 291,760 響 2,919,635,460

黻妙ホぁ淋ヴ 547,989,258

θ妻阪㏌燈碑様髭疆ぃ妹襯b疆巸χ (11,936,673)

ロ ㎏抵ホぁ

坿跏苗蒜嗹典箆ユ昨㎏抵ホぁ 7,694,956 7,694,956

ヮ ⊕譏支実似旨曚跖思旨詞

555,684,214

⊕譏支実似旨曚跖思旨詞ヴ二鎬
θ烋耨ǘĄ烝ǜ鏤ǖ蹙が烋耨ǘĽ烝ǚ鏤ǚǖ蹙χ

56漉漉¥ 襯漉漉巸
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蝙ぇ宙奡

レ漉裴ギ作抵ヴ跏酖

ǖḿ殺刮ホヅ芻襯率D昨ヴ琢嫻╪

ǘḿ㏌燈碑様昨抵ヴ幣X跏堙

θǖχ鐚痂嚠暼ユペ

暼巸堙燦蘋ぁ裁崎採三擦際甑

端作ユペ昨uぁ烝豬朔通託昨碕採三埼再三擦際甑

獵 P ǚĽがǚŤ烝

├ 43 P ŚがǘŚ烝

溷彬咏彬賠仟 ǘがǖŤ烝

œ 辿 殺 蟯 彬 ĽがŤ烝

θǘχ緖痂嚠暼ユペ

暼巸堙燦蘋ぁ裁崎採三擦際甑

ǚḿ-へ29沈瑰疆襯里索コG巸昨ヴ琢嫻╪

ǜḿゥ諾瑰疆襯昨ヴ琢嫻╪

Ąḿヘ薙瑰疆襯昨ヴ琢嫻╪

漉

Ľ.鐚燈そ峰昨は燈嫻╪里索は燈跏堙
漉 θǖχ▕鑢鴇鐚¥ɚ曝峰 碑様淀燈堙θ暼巸堙χ

Śḿ冴作熔ユペ昨は燈嫻╪里索は燈跏堙
θǖχ諭わ仟 菱評菱箆堙削嫻咲采徹燈堙削皿榊崎採三擦際甑
θǘχせ₂闍賽 輪琢

Şḿ⊕譏支実似旨曚跖思旨詞ヴ二鎬削採砕傘㎏抵ホぁ昨ヴ琢跏堙

Ť. 式実旨流瑰昨幣X跏堙
漉

漉

ǖǹḿ⒅ホ94っ昨抵ヴ幣X
漉⒅ホ94里索坿跏⒅ホ94昨抵ヴ幣X朔腰94Ů跏瑟削皿榊崎採三擦際甑

漉式実旨賽f巸歳3,000,000付通琢昨児仕使試執旨質式実旨流瑰削肴哉崎朔腰〛濟昨廝プ流瑰削逃傘跏堙削╪
載冴抵ヴ幣X削皿榊崎採三擦際甑
漉式実旨賽f巸歳3,000,000付鑷▕昨児仕使試執旨質式実旨流瑰削肴哉崎朔腰〛濟昨モヘ難流瑰削逃傘跏堙削
╪載冴抵ヴ幣X削皿榊崎採三擦際甑

 82⊕縫坿跏曝匹襯母穢碑祐襯腰獵こ謦フ削ギ際傘10ホ里索€お€毒削ギ際傘10ホ削肴哉崎朔腰ホぁ禍⊕嫻╪燦
蘋ぁ裁崎採三擦際甑

 ┖㾱昨殺刮削ギ際傘10ホ腰㋐4/1156譽磧諭₂斯旨至痔豺賠宙黻昨曚跖削ギ際傘10ホ里索嫻3/10烝襯茹箆襯昨苗ɚヅ
芻削ギ際傘10ホ削肴哉崎朔腰鑢戻禍⊕嫻╪燦蘋ぁ裁崎採三擦際甑

漉へ佻削檮裁崎謚29際傘ゥ諾削賠彩傘冴薩腰疆宙黻烝燵削ヅ芻際冊済謚29コŮ巸燦ヴ琢裁崎採三擦際甑

漉樸樅p箆ユ昨㎏抵ホぁ昨ヴ二削砺ぁ裁冴母ò削肴哉崎朔腰10烝母沈嚔曝昨烋耨2買烝3鏤鑽削採砕傘母嘖三燦理
i削0.買4⊠埼ヴ二裁崎採三擦際甑

  作採腰堙朝不母ぁ昨氏児詞司史仔削肴哉崎朔腰堙朝不削採砕傘母ぁ療1鑢戻θĄ烝χ削嫻咲哉崎碑様裁崎採三
擦際甑

漉テ═乕18細参作哉へ佻昨-へ29沈削賠彩傘冴薩腰疆宙黻烝燵鑽削採砕傘-へ29沈曝妙θG滕楯淋腰娘恂削皿傘
ギ謚29巸χ昨コŮ巸削嫻咲済ヴ琢裁崎採三擦際甑

漉曝⑯昨ヘ薙参削皿傘蝓徙削賠彩傘冴薩腰瀧め曝⑯削肴哉崎朔ヘ薙曚ふò削皿三腰ヘ薙翊矗曝⑯っY暼昨曝⑯削
肴哉崎朔腰曇慕削嘖率療1磽燦脈騁裁腰嘖率濁1コŮ巸燦ヴ琢裁崎採三擦際甑

 貸
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ロ漉姿而紫斯自質児竺実ヴ二鎬輸逃

ǖḿユ襯昨鑢鑽逼珽碕ヘ難檮軏←削蚣ぇ細参崎哉傘56¥昨襯巸碕昨輸逃

Q襯里索娣襯脈暼 1,183,857,950付

ユ襯鑢鑽逼珽 1,183,857,950付

ǘḿ裴ギ作倻ユ襯流瑰
ゅ疆再三擦在珊甑

ヮ漉士時鴫実至伺執市こ式実旨流瑰輸逃

ゅ疆再三擦在珊甑

ワ漉⊕譏支実似旨曚跖思旨詞ヴ二鎬輸逃

ゅ疆再三擦在珊甑

ヰ漉裴ギ作曝妙ヅ芻⊕琦
ゅ疆再三擦在珊甑

ヱ漉裴ギ作癆æ宙ょ
漉漉漉漉ゅ疆再三擦在珊甑
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ヲ漉襯〒僭仟昨迯燈っ昨明1/5削輸際傘宙奡

ǖḿ襯〒僭仟昨w靭削輸際傘宙奡

ǘḿ襯〒僭仟昨迯燈っ削輸際傘宙奡
漉鑢鑽蹙削採砕傘ヘ難檮軏←ヴ琢巸腰迯燈里索祭参晒昨滔巸削肴哉崎朔腰逗昨碕採三埼再三擦際甑

θ邑哲Ź付χ
ヘ難檮軏←ヴ琢巸 迯 燈 滔 巸

799,341,717 804,767,800 5,426,083
1,183,857,950 1,183,857,950 0
493,761,619

     ヘ薙瑰疆襯θせ2χ 響 3,860,710
489,900,909 489,900,909 0

2,476,961,286 1,988,625,750 5,426,083
。5,555,323,873) 。5,910,256,667) 。354,932,794)
。195,187,032) 。195,187,032) 0

。5,750,510,905) 。6,105,443,699) 。354,932,794)
θせ1χ ヅ曝削ヴ琢細参崎哉傘雑昨朔θ漉χ埼1/5裁崎採三擦際甑
θせ2χ 諭黻鑷率襯削ヴ琢裁崎哉傘ヘ薙瑰疆襯燦蘰瞩裁崎採三擦際甑
θせ3χ 1烝通不3︸着暼昨曝妙燦零薩崎採三擦際甑

θ蝙χ襯〒僭仟昨迯燈昨二暼跏堙削輸際傘宙奡
ユ漉ペ
θ1χ舐ユ鐚燈そ峰
漉流瑰脉昨燈駟裏朔流瑰襯〒㎏輸栽晒蛬1/5細参冴燈駟削皿榊崎採三擦際甑
θ2χQ襯里索娣襯腰θ3χ諭黻鑷率襯

ヅ漉曝
θ1χ82⊕縫坿跏曝碑祐曝妙

θ2χ鑷腴襯

ン漉モヘ濁湊ペ昨迯燈っ昨明1/5削輸際傘宙奡
漉ゅ疆再三擦在珊

漉疆堙朝朔腰ユ襯殺ぁ削肴哉崎朔娣襯腰嚔曝里索坿跏曝削沪暼裁腰ユ襯ツ署削肴哉崎朔こコ嗹典埼再傘
樸樅p栽晒昨難評削沪暼裁崎採三擦際甑

漉ユ襯殺ぁ削疆冴榊崎朔坿跏†コ⊕譏堙朝堙043阯θ纏ゝ襯昨殺ぁχ狸索削坿跏†コ⊕譏堙朝堙跖⊕サ
朋θ烋耨16烝f妙h痛051陵χ02阯里索03阯削嫻咲済殺ぁ裁崎採三腰饅瑟っ朔鴇鐚裁崎採三擦在珊甑

漉ô鑢戻埼ゃ︸細参傘冴薩腰迯燈朔澤ⓠ燈巸碕0釘裁崎哉傘祭碕栽晒腰疆ゅ澤ⓠ燈巸削皿榊崎採三擦
際甑

漉擦冴腰諭黻鑷率襯朔腰坿跏†コ⊕譏堙朝樸樅p㋐4/1156諭₂止執祉実抵ヴ宙妙流膾出朋削餐榊崎式旨屍
っX燦⊕榊崎採三擦際甑82⊕縫坿跏曝碑祐曝妙里索摩鑢難評襯昨砺〒朔疆堙朝跖こ昨豺賠ユ襯埼再三腰
こコ嗹典埼再傘樸樅p昨宙縫臙ィ削嫻咲哉崎難評燦曚跖裁崎採三擦際甑

θ1χ舐ユ鐚燈そ峰

θ2χQ襯里索娣襯

θ3χ諭黻鑷率襯

明1/556¥

ユペヴ

θ1χ82⊕縫坿跏曝碑祐曝妙θせ3χ

θ2χ鑷腴襯

ヅ曝ヴ

漉祭参晒昨迯燈削肴哉崎朔腰匹母襯昨淋ヴ巸燦赱サ削輪┦昨難評燦⊕榊冴寢淋削篶暼細参傘母ò埼某三
瑰哉冴Q圻燈弐削皿三二暼裁崎採三擦際甑

漉祭参晒朔ô鑢戻埼ゃ︸細参傘冴薩腰迯燈朔澤ⓠ燈巸碕0釘裁崎哉傘祭碕栽晒腰疆ゅ澤ⓠ燈巸削皿榊崎
採三擦際甑作採腰諭黻鑷率襯昨妻阪ヘ薙翊矗曝⑯っ削肴哉崎朔腰嘖率コŮ巸っ削皿三迯燈燦二暼裁崎採
三擦際甑

 9

平成２６年１１月１４日　岡山県公報　第１１６３６号



榻榧軛出鎬榻榧軛出鎬榻榧軛出鎬榻榧軛出鎬

θ邑哲Ź付χ

疆鑢碑様巸 疆鑢蝓D不 疆鑢蝓D弸

鐚痂嚠暼ユペ 獵P 6,」14,559,」50 7,917,「10 0 6,」「「,476,560 1,057,848,771 16」,755,608 0 0 0 5,「64,6「7,789

(碑様ホ蝓D不) ├43P 16」,08「,「7「 0 0 16」,08「,「7「 78,574,048 11,947,5「8 0 0 0 84,508,「「4

œ辿殺蟯彬 10,」7」,687 0 0 10,」7」,687 4,849,864 1,4「7,97「 0 0 0 5,5「」,8「」

溷彬咏彬賠仟 5」「,949,9」「 1」,410,40」 0 546,」60,」」5 」6「,10「,「79 5」,591,0「」 0 0 0 184,「58,056

ヴ 7,0「0,965,「41 「1,」「7,61」 0 7,04「,「9「,854 1,50」,」74,96「 「」0,7「「,1」1 0 0 0 5,5」8,917,89「

倻碑様ユペ 圓坿 1,785,808,858 0 0 1,785,808,858 0 0 0 0 0 1,785,808,858

ヴ 1,785,808,858 0 0 1,785,808,858 0 0 0 0 0 1,785,808,858

鐚痂嚠暼ユペ淋ヴ 圓坿 1,785,808,858 0 0 1,785,808,858 0 0 0 0 0 1,785,808,858

獵P 6,」14,559,」50 7,917,「10 0 6,」「「,476,560 1,057,848,771 16」,755,608 0 0 0 5,「64,6「7,789

├43P 16」,08「,「7「 0 0 16」,08「,「7「 78,574,048 11,947,5「8 0 0 0 84,508,「「4

œ辿殺蟯彬 10,」7」,687 0 0 10,」7」,687 4,849,864 1,4「7,97「 0 0 0 5,5「」,8「」

溷彬咏彬賠仟 5」「,949,9」「 1」,410,40」 0 546,」60,」」5 」6「,10「,「79 5」,591,0「」 0 0 0 184,「58,056

ヴ 8,806,774,099 「1,」「7,61」 0 8,8「8,101,71「 1,50」,」74,96「 「」0,7「「,1」1 0 0 0 7,」「4,7「6,750

緖痂嚠暼ユペ 氏児詞司史仔 169,704,570 6,」1「,705 0 176,017,「75 8」,「41,101 」0,005,401 0 0 0 9「,776,174

鴈や盆評⑯ 45,000 0 0 45,000 0 0 0 0 0 45,000

ヴ 169,749,570 6,」1「,705 0 176,06「,「75 8」,「41,101 」0,005,401 0 0 0 9「,8「1,174

舐ユ罪昨直昨ユペ へ佻摩鑢ヘ沈襯 1,710,660 819,560 810,660 1,719,560 0 0 0 0 0 1,719,560

摩鑢縫腴ホぁ 1,808,890 0 1,808,890 0 0 0 0 0 0 0

舐ユ鐚燈そ峰 599,41「,686 199,9「9,0」1 0 799,」41,717 0 0 0 0 0 799,」41,717

滔評鴇そ襯 74,000 「60,000 0 」」4,000 0 0 0 0 0 」」4,000

ヴ 60」,006,「」6 「01,008,591 「,619,550 801,」95,「77 0 0 0 0 0 801,」95,「77

θǖχ嚠暼ユペ昨流癧里索幣便狸索削㏌燈碑様ホ(坤0ŞĄY暼跖こ埼再傘碑様ユペ昨㏌燈削逃傘抵ヴ幣X墾里索坤0ŞŞY暼跖こ埼再傘鐚痂嚠暼ユペ昨瞩履ホぁっ昨抵ヴ幣
X墾削皿傘蝓D弸㏌燈碑様ホb疆巸雑零殺甑χ狸索削㏌蝓蝓徙昨軛出

㏌蝓蝓徙㊗ヴ巸
ユペ昨ⅺ廋 鑢椑逼珽 疆鑢崢盆巸 蠻ギ疆鑢㏌棍巸 鑢鑽逼珽

㏌燈碑様㊗ヴ巸
滔瑰疆鑢鑽逼珽

 10 10 10 10
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θǘχ冴作熔ユペ昨軛出

疆鑢ī評質
こ〝質蔆鏥

罪昨直 腴箆質蔆鏥 罪昨直

諭 わ 仟 18,350,369 170,674,283 0 165,601,278 548,430

せ₂闍賽 7,983,288 23,741,624 0 24,165,150 41,081

パ p 仟 1,166,411 1,153,994 0 1,153,546 0

ヴ 27,500,068 195,569,901 0 190,919,974 589,511

θ蝙χ疆鑢㏌棍巸昨罪昨直削朔腰鑢沪勉参削皿傘牴鯔裏朔″徙裁冴ユペ燦ぇÓ裁崎採三擦際甑

θǚχ鐚燈そ峰昨軛出

ⅺ廋里索慧鞆 流癧燈巸 峰傜f巸 ヘ難檮軏←ヴ琢巸
疆鑢ホぁ削

零擦参冴は燈滔巸

062嘖 母沈嚔曝 199,700,000 200,000,000 199,743,833 0

哉0748陵漉E̊霓曝 100,000,000 100,000,000 100,000,000 0

哉0751陵漉E̊霓曝 100,000,000 100,000,000 100,000,000 0

07嘖漉戻⑼暑曝 199,654,000 200,000,000 199,757,788 0

066嘖彳悗燔苗夢苗曝 100,343,000 100,000,000 100,241,376 0

04嘖坿跏苗蒜嗹典
襯〒㎏├曝峰

99,507,000 100,000,000 99,598,720 0

ヘ難檮軏←
ヴ琢巸淋ヴ

799,204,000 800,000,000 799,341,717 0

θ邑哲Ź付χ

7,518,681

1,166,859

鑢椑逼珽 蠻  ギ

31,560,484

鑢鑽逼珽

22,874,944

ⅺ漉漉廋

蠻ギ

疆鑢㏌棍巸疆鑢崢盆巸

▕鑢鴇鐚¥ɚ曝峰
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 医ǜχ摩鑢ヘ沈襯昨軛出

嘖率巸 碑様巸

へ佻摩鑢ヘ沈襯 1,710,660 819,560 810,660 0 1,719,560

ヴ 1,710,660 819,560 810,660 0 1,719,560

 θ蝙χ疆鑢㏌棍巸昨嘖率巸朔腰ô鑢匙昨蔆鏥便里索瀧茯3︸便埼再三擦際甑

癒便 疆鑢崢盆巸鑢椑逼珽
疆鑢㏌棍巸

蠻漉ギ鑢鑽逼珽

θ邑哲Ź付χ

θ蝙χ

12
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θĄχ82⊕縫坿跏曝碑祐曝妙昨軛出 θ邑哲Ź付χ

慧漉漉鞆 鑢椑逼珽 疆鑢崢盆 疆鑢㏌棍 鑢鑽逼珽 母 ò 碑祐鑢沪 蠻  ギ

再採財晒饗⊕ 20,028,949 0 6,672,210 13,356,739 0.71% 烋耨28烝3鏤23蹙

苗刮吊黻襯〒苗爍 99,760,678 0 4,897,788 94,862,890 2.20% 烋耨42烝3鏤21蹙

忽 526,093,787 0 26,005,503 500,088,284 1.35% 烋耨43烝3鏤20蹙

テ譏〒ユユ襯 649,493,494 0 28,916,796 620,576,698 1.20% 烋耨45烝3鏤 1蹙

忽 1,508,481,662 0 62,256,217 1,446,225,445 1.40% 烋耨46烝3鏤 1蹙

苗刮吊黻襯〒苗爍 1,006,408,105 0 44,440,573 961,967,532 1.90% 烋耨44烝3鏤22蹙

賠縫徳ぁ襯爍 295,400,000 0 25,320,000 270,080,000 1.60% 烋耨37烝3鏤25蹙

嘆嚔饗⊕ 21,112,800 0 7,037,600 14,075,200 0.51% 烋耨28烝3鏤28蹙

苗刮吊黻襯〒苗爍 634,293,027 0 24,575,054 609,717,973 2.00% 烋耨46烝3鏤21蹙

テ譏〒ユユ襯 1,049,158,321 0 36,661,532 1,012,496,789 1.70% 烋耨48烝9鏤25蹙

苗刮吊黻襯〒苗爍 12,333,015 0 456,692 11,876,323 2.15% 烋耨46烝9鏤20蹙

ヴ 5,822,563,838 0 267,239,965 5,555,323,873

θĽχ瑰疆襯昨軛出 θ邑哲Ź付χ

¥ɚ砺ぁ 罪昨直

-へ29沈瑰疆襯 531,221,605 55,676,600 86,320,042 0

ゥ諾瑰疆襯 96,955,844 97,622,273 96,955,844 0

ヘ薙瑰疆襯 4,162,434 3,860,710 1,628,370 2,534,064 θ蝙χ

ヴ 632,339,883 157,159,583 184,904,256 2,534,064

θ蝙χヘ薙瑰疆襯昨疆鑢㏌棍巸罪昨直削朔腰ℓ鏥削皿傘胝評巸燦ぇÓ裁崎採三擦際甑

蠻漉漉ギ癒漉漉便 鑢椑逼珽 疆鑢崢盆巸
疆鑢㏌棍巸

500,578,163

97,622,273

3,860,710

602,061,146

鑢鑽逼珽
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θŚχユ鑚襯里索ユ鑚暴纏襯昨軛出 θ邑哲Ź付χ

鑢椑逼珽 疆鑢崢盆巸 疆鑢㏌棍巸 鑢鑽逼珽 蠻漉漉ギ

ユ鑚襯 1,202,336,883 0 0 1,202,336,883

1,202,336,883 0 0 1,202,336,883

ユ鑚暴纏襯

漉樸樅p緖碑ち諾 13,398,358 0 0 13,398,358

846,547,098 19,027,763 0 865,574,861 嚠暼ユペ昨流癧

859,945,456 19,027,763 0 878,973,219

0 0 0 0

859,945,456 19,027,763 0 878,973,219

θŞχGコ襯っ昨軛出里索¥ɚGコ襯昨流气裁昨軛出

会Gコ襯里索¥ɚGコ襯昨軛出

鑢椑逼珽 疆鑢崢盆巸 疆鑢㏌棍巸 鑢鑽逼珽

0 225,146,526 0 225,146,526

917,592,596 0 19,027,763 898,564,833 θ蝙2χ

917,592,596 225,146,526 19,027,763 1,123,711,359

θ蝙1χ

θ蝙2χ

θ邑哲Ź付χ

襯巸

0

0

19,027,763

19,027,763

癒漉漉漉便

ヴ

ユ鑚暴纏襯

ヴ

樸樅p箆ユ襯

  ¥ɚGコ襯

蝓D弸㏌燈碑様㊗ヴ巸

04れ殺刮里索跖こ豺賠謦冏¥ɚGコ襯

ヴ

癒漉漉漉便

¥ɚGコ襯流气巸

滔瑰ヴ

解¥ɚGコ襯昨流气裁昨軛出

蠻漉漉ギ

θ蝙1χ

θ邑哲Ź付χ

癒漉漉漉便

04れ殺刮里索跖こ豺賠謦冏¥ɚGコ襯

ヴ

蠻漉漉ギ

疆鑢㏌棍巸朔腰嘆鑢ヴき埼暼薩傘暴纏襯昨砺〒削餐榊冴宙黻燦⊕妻冴薩腰縫嘆鑢¥④鑢戻セǎGコ襯燦流三气裁冴巸燦
ぇÓ裁崎採三擦際甑

縫嘆鑢¥④鑢戻セǎGコ襯

疆鑢崢盆巸朔腰縫鑢鑷幣便母D昨蔆鏥巸燦ぇÓ裁崎採三擦際

罪昨直
縫嘆鑢¥④鑢戻セǎGコ襯

ヴ

跖こ豺賠質謦冏削髭崎冴ユペ昨ī評

ゲサ
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θŤχ殺刮ホヅ芻襯曝妙里索殺刮ホヅ芻襯率D昨軛出

会殺刮ホヅ芻襯曝妙 θ邑哲Ź付χ

殺刮ホヅ芻襯
率漉漉漉漉D

ユ  ペ  コ  3
殺刮ホヅ芻襯

ユ鑚暴纏襯 椌漉漉ヴ

烋耨ǘĄ烝燵 682,638,000 682,638,000 0 0 682,638,000 0

淋漉漉ヴ 682,638,000 682,638,000 0 0 682,638,000 0

解殺刮ホヅ芻襯率D θ邑哲Ź付χ

黻妙っ癒便 烋耨25烝燵謚29便 淋漉漉ヴ

鑢戻禍⊕嫻╪ 436,608,000 436,608,000

ホぁ禍⊕嫻╪ 246,030,000 246,030,000

淋漉漉ヴ 682,638,000 682,638,000

θǖǹχ殺刮ホヅ芻襯通弸昨坿跏苗蒜嗹典っ栽晒昨テ═乕18昨軛出

ぃ妹襯っ昨軛出 θ邑哲Ź付χ

獵こ槻脈暼コ3ぃ妹襯っ ユペコ3ぃ妹襯っ ユ鑚暴纏襯 摩鑢娣三ぃ妹襯っ 率Dヴ琢

2,052,013 0 0 0 0 2,052,013

238,000 0 0 0 0 238,000

780,000 0 0 0 0 780,000

5,000,000 0 5,000,000 0 0 0

8,070,013 0 5,000,000 0 0 3,070,013淋漉漉ヴ

鑢鑽逼珽

滓漉昨漉抵漉ヴ漉幣漉X漉不漉ざ
疆鑢凋沈巸

盪4/11凾徙kっ諭₂ヌ柆堙莉暼評㾱諭₂㎏
輸諭₂は燈質塁琢宙黻ホぃ妹襯

摩梹1/6抵咲采三氏児詞宙黻ホ凋沈襯

疆漉鑢漉蔆漉鏥漉巸

癒漉漉便

凋沈烝燵 鑢椑逼珽
ヅ芻襯

疆鑢凋沈巸

屍式実執嗣資識子実
G湊œ棡評透禍檮九ぃ妹襯

盪4/11凾徙kっ諭₂ヌ柆堙莉暼評㾱諭₂㎏
輸殺刮ホヅ芻襯

蠻漉漉ギ

ゲザ
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θǖǖχ痺佻里索へ佻昨29諾昨軛出

」0,」47,960 「 0 0

θ 7「0,000 χ θ 6 χ θ 0 χ θ 0 χ

1,759,054,9「「 「74 86,」「0,04「 「」

θ 141,944,「67 χ θ 40 χ θ 0 χ θ 0 χ

1,789,40「,88「 「76 86,」「0,04「 θ 「」 χ

θ 14「,664,「67 χ θ 46 χ θ 0 χ θ 0 χ

θ蝙ǖχ謚29巸里索謚29朝豬
漉漉漉漉F迯ɚ潰ぁへ佻質倻濟鵡へ佻削肴哉崎朔腰弸豬碕裁崎θ漉漉漉χ不削ぇÓ裁崎採三擦際甑
漉漉漉漉擦冴腰謚29朝佻削肴哉崎朔烋堊謚29朝豬埼ぇÓ裁崎採三擦際甑
        濟鵡痺佻昨妻阪ǖ隣朔腰痺佻寤圍っサ910ǘ阯0ǘ奡θへ佻29諾サ91鎮ぁkχ削皿三痺佻寤圍燦謚29裁崎採晒剤腰へ佻昨謚
漉漉漉漉29朝佻削零擦参崎採三擦際甑
θ蝙ǘχ痺佻寤圍嫻╪里索へ佻29諾嫻╪昨齪ギ
漉漉漉漉痺佻寤圍削肴哉崎朔腰坤坿跏†コ⊕譏堙朝樸樅p㋐4/1156諭₂止執祉実痺佻寤圍っサ91墾削嫻咲済謚29裁崎採三擦際甑
漉漉漉漉へ佻削肴哉崎朔腰坤坿跏†コ⊕譏堙朝樸樅p㋐4/1156諭₂止執祉実へ佻29諾サ91墾里索坤坿跏†コ⊕譏堙朝樸樅p㋐4/1156諭₂止
漉漉漉漉執祉実倻濟鵡へ佻29諾サ91け削嫻咲済謚29裁崎採三擦際甑
θ蝙ǚχ堙暼03母ホ
漉漉漉漉琢ぇ軛出削朔堙暼03母ホ朔零薩崎採三擦在珊甑

θ邑哲Ź付⅕朝χ

謚漉29漉巸 謚29朝佻

-へ腆疆

へ漉漉漉佻

淋漉漉漉ヴ

謚漉29漉巸 謚29朝佻
癒漉漉漉便

痺漉漉漉佻

寤圍裏朔29諾

ァゲシ
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膅ゲコ䐢明1/5瘃𥄢疷𥞴禕䇮篖穪筮寤
膅邑哲舢付䐢

樸樅p㋐4/1156諭₂𥞴篖稛籞 陬虜隰秇篖祲穪せ₂脉 ヴ 堙朝鑚使 淋ヴ

刮黻率D ゴキサコケキゲゴシキサスザ ゲココキコザコキコザケ ゴキザサコキゴススキジゴザ コキザスゴキズサス ゴキザササキズジコキシスゴ

コキジシゲキズスゴキスザゲ ゲコケキススサキジジジ コキススコキスシスキシコス ケ コキススコキスシスキシコス
シゲゴキゲコザキサコズ ザジゴキシコゴ シゲゴキシズズキケザコ コキザスゴキズサス シゲシキコスゴキケケケ
ゲゲキゲサコキスコゴ ジズゴキスザケ ゲゲキズゴシキシジゴ ケ ゲゲキズゴシキシジゴ
ゴケキスゲサキゴシズ ケ ゴケキスゲサキゴシズ ケ ゴケキスゲサキゴシズ
ゴキケジケキケゲゴ ケ ゴキケジケキケゲゴ ケ ゴキケジケキケゲゴ

刮黻ホぁ ゴキゲサスキサザザキズコシ ゲゲゲキケスケキシザザ ゴキコザズキザゴシキザスゲ サザキザゴケキサスコ ゴキゴケザキケシジキケシゴ

コキズゲゴキサゴサキコズサ ゲケザキゲサザキザサゲ ゴキケゲスキザジズキスゴザ ケ ゴキケゲスキザジズキスゴザ
コゴザキケコゲキシゴコ ザキズゴザキゲゲサ コサケキズザシキジサシ サザキザゴケキサスコ コスシキサスジキココス

刮黻蝓D コジゲキシスケキザシケ ゲゲキゲジゲキザズザ コスコキスザコキゲザサ 杝ァサコキズサシキザゴサ コゴズキズケザキシコケ

刮黻弸率D シスキシコズキケゲサ ゴケシキココゲ シスキズゴザキコゴザ ゴキケスケキサシス ジコキケゲザキジケゴ

シザキコゲスキズシゲ ゴケケキコジゲ シザキザゲズキコゴコ スゴザキジシス シシキゴザザキケケケ
ゴキサゲケキケザゴ ザキズザケ ゴキサゲシキケケゴ コキコササキジケケ ザキシシケキジケゴ

刮黻弸ホぁ ゲザズキゲゴサキジジス ゲキシコシキシサジ ゲシケキジシゲキサコザ ゲキジズシキコゴケ ゲシコキザザジキシザザ

スズキコゲケキシココ ケ スズキコゲケキシココ ケ スズキコゲケキシココ
シズキズコサキゲザシ ゲキシコシキシサジ ジゲキザザケキスケゴ ゲキジズシキコゴケ ジゴキゴサジキケゴゴ

10濟蝓D ゲスゲキゲジサキジズザ ズキスザゲキゲシズ ゲズゲキケコザキズシサ 杝ァサゲキシシコキコズシ ゲサズキゴシゴキシシス

fユペ スキコココキケゲコキケスジ シゲジキココシキゲジコ スキスゴズキコゴスキコザズ ゲキケズスキココスキケザジ ズキズゴジキサシシキゴゲシ

膅端ギユペ不ざ䐢
嚠暼ユペ 鐚痂嚠暼ユペ シキサゴゲキゴコゲキゲココ ザズシキザジコキスサス ジキケコジキスズゴキズジケ コズシキスゴコキジスケ ジキゴコサキジコシキジザケ

㍿湊ユペ Q襯里皨娣襯 晈ァ 晈ァ 晈ァ ゲキゲスゴキスザジキズザケ ゲキゲスゴキスザジキズザケ

諭黻鑷率襯 サシズキズスゴキズゲゲ ゲズキズゲシキズズス サスズキズケケキズケズ 晈ァ サスズキズケケキズケズ

膅蝙䐢𥞴禕䇮篖穪癮癒便癉瘨畱瘳皕𤩍疆堙朝癮跖こ癉睛痱𤩍瓖樸樅p㋐4/1156諭₂𥞴篖稛籞瓘𤩍瓖陬虜隰秇篖祲穪せ₂脉瓘癉癒便痮瘳疢瞤𥆩瘃璒
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θǖǚχ諭黻ホぁ里索瀧めっXホ昨軛出
θ邑哲Ź付χ

諭黻ホぁ
29諾ホ

29賽 832,712,778
腆疆 391,018,608
ゥ諾 207,828,996
ゥ諾瑰疆襯セ評巸 92,119,856
モ襯 95,637,165
寤圍 180,000
-へ29沈ホぁ 49,672,905
堙暼03母ホ 248,588,754 1,917,759,062

闍賽ホ
わ仟ホ 174,616,747
せ₂闍賽ホ 34,060,424
冴作熔ユペ㏌Bホ 589,511
29慼闍賽ホ 68,848,630 278,115,312

㏌燈碑様ホ
獵P㏌燈碑様ホ 161,762,377
├43P㏌燈碑様ホ 609,052
溷彬咏彬賠仟㏌燈碑様ホ 50,157,445
œ辿殺蟯彬㏌燈碑様ホ 1,427,972
緖痂嚠暼ユペ㏌燈碑様ホ 29,305,599 243,262,445

10ホ
憖う賽 205,578,996
モ難賽 29,552,859
寤碑ホ 5,525,628
毒ろホ 28,651,041
鋻賽ホ 1,259,078
鴇絣賽 2,187,946
坿鎚朸モ 1,887,000
翌ブ03母ホ 7,391,599
跟ホ凋〛ホ 8,652,587
へ佻◇鐓ホ 1,859,148
〛徳殺蟯ホ 51,402,824
抵たホ 145,198
噪鎬ホ 2,268,415
揺宝こ鑚ホ 7,805,795
⒅B仟ホ 20,671,105
⒅B賠仟ホ 6,628,568
肘鋗靱ホ 149,279,567
ヰ抵ホ 2,388,980
6594苗ゼ 1,342,696
ヘ薙瑰疆襯セ評巸 1,326,646
邉ホ 19,654,272 555,459,948

€お€毒ホ
€お闍賽ホ 1,629,830
⒅B賠仟ホ 36,800
〕襯 1,630,895
噪鎬ホ 3,947,283
跟ホ 11,979,660
憖う賽 136,500
€お邉ホ 4,622,100 23,983,068

諭黻ホぁ淋ヴ 3,018,579,835

56  ¥ 襯漉巸
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θ邑哲Ź付χ

瀧めっXホ
29諾ホ

29賽 44,460,661
腆疆 28,861,858
ゥ諾 10,658,814
ゥ諾瑰疆襯セ評巸 5,502,417
モ襯 46,307,102
痺佻寤圍 31,067,960
-へ29沈ホぁ 4,754,078
堙暼03母ホ 21,342,790 192,955,680

㏌燈碑様ホ
獵P㏌燈碑様ホ 1,993,231
├43P㏌燈碑様ホ 11,338,476
溷彬咏彬賠仟㏌燈碑様ホ 3,433,578
緖痂嚠暼ユペ㏌燈碑様ホ 699,802 17,465,087

10ホ
憖う賽 48,224,493
モ難賽 396,198
毒ろホ 12,243,109
鴇絣賽 1,527,650
翌ブ03母ホ 100,000
跟ホ凋〛ホ 788,340
へ佻◇鐓ホ 525,157
〛徳殺蟯ホ 238,401
凋薇ホ 342,054
抵たホ 129,490
⒅B仟ホ 3,965,008
噪鎬ホ 265,463
⒅B賠仟ホ 235,034
肘鋗靱ホ 1,098,665
6594苗ゼ 1,453,104
邉ホ 4,534,295 76,066,461

瀧めっXホ淋ヴ 286,487,228

56  ¥ 襯漉巸
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（１４）上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

（現金及び預金の内訳） （単位：円）

現金 3,332,257

普通預金 1,177,309,521

貯金 3,216,172

合計 1,183,857,950

（医業未収金） （単位：円）

入院未収金 408,550,886 うち診療報酬分（公費負担）　381,353,507円

外来未収金 78,661,750 うち診療報酬分（公費負担） 　77,473,860円

その他未収金 6,548,983

合計 493,761,619

（未払金） （単位：円）

人件費（退職手当等） 92,818,134

材料購入による未払金 22,852,981

その他 79,515,917

合計 195,187,032

区　　分 期末残高 備　　考

期末残高区　　分 備　　考

区　　分 期末残高 備　　考
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